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（
政
治
倫
理
の
確
立
及
び
選
挙
制
度
に
関
す
る
特
別
委
員
会)

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
二
号

（
衆
議
院
提
出
）
要
旨

）

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
又
は
書
籍
の
頒
布

１

衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
又
は
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
に
お
い
て
は
、
候
補
者
届
出
政
党
若
し
く
は
衆
議
院
名
簿
届
出

政
党
等
又
は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
は
、
そ
の
本
部
に
お
い
て
直
接
発
行
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
又
は
書
籍
で
国
政
に
関

す
る
重
要
政
策
及
び
こ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
基
本
的
な
方
策
等
を
記
載
し
た
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
要
旨
等
を
記
載
し
た

も
の
と
し
て
総
務
大
臣
に
届
け
出
た
そ
れ
ぞ
れ
一
種
類
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
又
は
書
籍
を
、
選
挙
運
動
の
た
め
に
頒
布
（
散

布
を
除
く

）
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

。

、

、

。

２

１
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
又
は
書
籍
は

次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば

頒
布
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る

イ

当
該
候
補
者
届
出
政
党
若
し
く
は
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
又
は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
選
挙
事
務
所
内
、

政
党
演
説
会
若
し
く
は
政
党
等
演
説
会
の
会
場
内
又
は
街
頭
演
説
の
場
所
に
お
け
る
頒
布

ロ

当
該
候
補
者
届
出
政
党
若
し
く
は
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
又
は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
に
所
属
す
る
公
職
の
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候
補
者
等
の
選
挙
事
務
所
内
、
個
人
演
説
会
の
会
場
内
又
は
街
頭
演
説
の
場
所
に
お
け
る
頒
布

３

１
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
又
は
書
籍
に
は
、
当
該
候
補
者
届
出
政
党
若
し
く
は
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
又
は
参
議
院
名
簿

届
出
政
党
等
の
代
表
者
を
除
き
、
そ
の
所
属
す
る
公
職
の
候
補
者
等
の
氏
名
又
は
そ
の
氏
名
が
類
推
さ
れ
る
よ
う
な
事
項

を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。

４

１
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
及
び
書
籍
に
は
、
そ
の
表
紙
に
、
当
該
候
補
者
届
出
政
党
若
し
く
は
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
又

は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
、
頒
布
責
任
者
及
び
印
刷
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
１
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
又
は
書

籍
で
あ
る
旨
を
表
示
す
る
記
号
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

二
、
罰
則

候
補
者
届
出
政
党
若
し
く
は
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
又
は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
一
に
違
反
し
て
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

又
は
書
籍
を
頒
布
し
た
と
き
は
、
そ
の
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
二
年
以
下
の
禁
錮
又
は

五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
も
の
と
す
る
。

三
、
施
行
期
日
等

１

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
。
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２

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
公
職
選
挙
法
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
日
以
後
初
め
て
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
る
衆

議
院
議
員
の
総
選
挙
又
は
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
か
ら
適
用
す
る
。


